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2024年との主な変更点（詳細は該当記述箇所に強調表記）

〇国際トーナメントに出場するトーナメントチームは、大会開始前に英文の「国際
トーナメント登録書」に日本語で記入。これまでの大会登録書、チーム登録書は提出
不要（チームはリーグ・連盟が管理する）
〇「国際トーナメント登録書」は、協会・連盟配布したもの、６月以降は各リーグ
データセンターでもダウンロード可能。（日本語入力見本は連盟に配布）
〇国際登録書の支払いは、各リーグでデータセンター上でクレジットカード払いとす
る。（23ページに詳細）
〇救済要件に規則Ⅱの変更による「居住バンダリー外の任意リーグに入団した４－７
歳のきょうだい」を追加。必要書類は連盟・リーグに事前に提出し、協会には救済書
類を送付しＤＡ署名を受けて携行書類に入れる
〇全国大会に出場する場合、「大会同意書」「大会運営協力同意書」の２点が必要
だったが、「大会同意、運営協力同意書」の１点に集約
〇大会参加証明書、救済書類の協会押印、DA署名などはすべてGMOスタンプによる
電子押印、電子署名とする。（原本は電子データのため、プリントアウト対応、協会
から郵送はしない）。提出者にはGMOスタンプよりメール送付（署名データ入り）
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特にご理解いただきたい点

●必ず直筆

国際、国内登録書の署名
バンダリー地図の会長署名
●必ず英文

バンダリー地図内のリーグ名、人口
国際登録書の署名
（最終的な確認と承認は国際本部です）
●救済選手は必ず事前に申請

学校バンダリー適用など救済措置の必要な
選手は、リーグ登録前に申請が必要になり
ます。事前に国際本部へ申請書を提出し、
許可を得ないと世界につながる大会（全日
本選手権、インターミディエット全日本選
手権など）に予選から登録できません。該
当する選手がいる場合は早めにご相談くだ
さい。

●登録時点は配置不要です

バンダリー地図に選手居住地の配置は登録
時点では不要です。連盟代表になってから
配置をお願いします。学校バンダリーの選
手は、学校の住所を配置してください
●最終承認は国際本部です

連盟、協会、ＤＡによる精査をへて国際本
部へ登録を申請します。最終承認は国際本
部が行います。国際本部が承認せず、修正
しての再申請が必要になる場合があります
のであらかじめご了承ください
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１2月７日（金）までに
終了しておくべきこと
（登録できなければ2025
年のリトルリーグ活動が
できない）

リーグのすること
 国内登録書（６P）、国際

登録書（７P）を連盟に提
出。バンダリー地図（８
P）は2025年１月までに連
盟に提出

 バンダリー地図は連盟の
承認を受けた後、確定し
たバンダリーについて理
解をし、控えを保管して
おく。承認済の地図に選
手住所を配置できる準備
をしておく

 選手保護者世帯の公共料
金などの領収書（2025年
２月１日までの日付）を
準備しておく

連盟のすること
 国際登録書、国内登録書、バン

ダリー地図、連盟統合バンダ
リー地図を2025年２月５日まで
に日本協会に原本を郵送で提出

 国際登録書はEXCELでも協会に
提出

 登録書、バンダリー地図を精査。
問題があった場合、リーグに再
提出を求める、もしくは調整す
る

 提出が遅れる場合、日本協会に
連絡。提出が遅延しているリー
グが少数であれば記入ができて
いる分は締め切りに間に合わせ
る
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国内登録書に
ついて

▼誓約
押印前に必ず熟読して理解し
た上、提出下さい
▼押印
鮮明にお願いいたします。電
子印章の使用は原則不可。本
人性確認が押印者全員可能な
場合のみPDFを追加提出。会
長、事務局長の押印は必須
▼提出はＡ４
署名以外の入力はパソコンで
行い、提出はＡ４サイズで印
刷
▼チーム数は２以上で
原則メジャー２以上。もしく
は国際トーナメントに出場す
るリーグのチーム数は人数の
いかんにかかわらずメジャー、
IMをあわせて計２以上で記入
（国際登録も一致させる＝マ
イナーなどの他部門はカウン
トしない）

▼ジュニア部門
ジュニア部門が１のリーグは
IMも１以上の登録が必要。
（２以上なら不要）
▼連盟照査印
登録には連盟照査印が必要で
す。連盟は、精査、確認の上、
日本協会に提出してください
▼国際登録書との整合性
記入の際、リーグ呼称、国際
登録書とチーム数などは一致
させてください
▼署名
和文（漢字）直筆でお願いし
ます
▼任意の部分
年齢、住所の号、番、建物名
の記入は任意です
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国際登録書に
ついて

▼署名
記入はブロック体でも筆記
体でも構いませんが、必ず
英文直筆。複数人物の署名
が同一人物の筆跡と判断さ
れる場合は受理しない
▼連絡先
会長、連絡担当者、事務局
長、広報担当者は必ず住所、
電話番号、携帯電話番号、
メールアドレスが必要です
▼提出はＡ４・EXCEL
署名以外はパソコン入力で
行い、Ａ４サイズを印刷し
たものを原本として提出。
EXCELでも協会提出

▼チーム数
国内登録書と数字を一致さ
せてください。（国際とー
は２以上で）
チーム数に応じて国際登録
料（１チーム10米ドル=約
154円＝25年２月現在の
レート）が変わります
▼リーグID番号
記入願います（新規登録
リーグは空欄）
▼国際登録料
国際登録料は各リーグが
データセンター内でクレ
ジットカード払い（チーム
数反映後＝４月めど、それ
以前は払い込み厳禁）22、
23ページに詳細
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バンダリー
地図について

▼作成はGoogleマップ
作成はGoogleマップで作成してくだ
さい。米国や一部の国はすでに
Googleマップでの電子登録です。詳
しくは配布しているGoogleマップ作
製マニュアル（HPでダウンロード可
能）を参照してください。提出はA４
でカラープリントしたものをお願いし
ます

▼Googleマップ以外の作成
認めません。連盟内には必ず１人は作
成可能な方がおられるはずですから、
代行いただくか指導を受けてください。
どうしても不可能な場合は連盟または
日本協会にご相談ください

▼英文で記載、署名は直筆
リーグ名は国際登録書に記載した英文
表記で必ずお願いします。また記載の
表記はすべて英文でお願いします（最
終確認するのは国際本部です）「万」
「人」は使用できません。署名は直筆
でお願いします

▼選手居住地記載
登録時点では選手居住地の記入配置は
不要です
全国大会（メジャー全日本、IM全日
本）連盟代表になった時点で選手居住
地の記載は必要です

▼登録時と携行書類は一致
リーグ、連盟ともに提出したバンダ
リー地図は電子的に保存してください。
連盟代表になった時点で提出するバン
ダリー地図は登録時と一致させてくだ
さい
登録時のバンダリー地図と一致しない
場合は失格の可能性がありますのでご
注意ください

▼連盟による精査
バンダリーの重なり、「飛び地」は認
められません。連盟は精査をお願いし
ます
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個人情報、肖像権に関す
る承諾書

▼リーグのすること
記載文の内容を把握した上
で、所属リーグ名を記入。
代表者は署名押印の上、連
盟に提出する。２部作製し、
控えは保存しておく
▼連盟のすること
とりまとめて、登録書、バ
ンダリー地図とともに日本
協会へ提出
▼署名は直筆でお願いしま
す
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トーナメント
開始前

全日本選手権
またはIM全日
本選手権連盟
予選に入る前
にすること※ジュ
ニア部門日本代表決定戦予

選も準じます１

リーグのすること
登録選手の確認

登録選手を連盟に提出。連盟
は確認する。予選中にやむを
得ない理由で登録メンバー変
更があった場合も、必ず連盟
に報告する。当該選手の居住、
年齢を確認しておく
国際トーナメントチーム登

録書記入（データセンター
内）
国際本部が発行する国際トー
ナメントチーム登録書＝協
会・連盟が配布したもの、ま
たは各リーグデータセンター
からダウンロード（注：後述
データセンターについて＝６
月以降）
同書類はトーナメント（連盟
大会）開始前、日本語でまず
記入。国際トーナメント全国
大会には英文も提出

携行書類 まず連盟に提出。
精査を受ける。
居住&年齢証明書を選手ごと
にとりまとめる（詳細は本書
13ページ以降）
Ⅰ住民票（生年月日、住所の
証明）
Ⅱ保護者の運転免許証など
（配付文書）
Ⅲ公共料金、カードなどの領
収書、または請求書
Ⅰ~Ⅲの各1点を連盟を通じ協
会に提出（書類の日付は
2025年２月１日までのも
の）
・連盟大会に携行し、大会前
に連盟の精査を受ける。郵送
による事前チェック。
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トーナメント
開始前

国際トーナメ
ントチーム登
録書への記入
（英文書類に
日本語で記
入）
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全日本選手権
またはIM全日本
選手権で連盟代表
リーグになったら①
※ジュニア部門日本代表決定戦も準じ

ます１

リーグのすること
登録選手の確認

登録選手を連盟に提出。連盟
は確認する。予選中にやむを
得ない理由で登録メンバー変
更があった場合も、必ず連盟
に報告する。当該選手の居住、
年齢を確認しておく
国際トーナメントチーム登

録書記入
国際本部が発行する国際トー
ナメントチーム登録書＝協
会・連盟が配布したもの、ま
たは各リーグデータセンター
から６月以降にダウンロード
（注：後述データセンターに
ついて）

同書類はトーナメント（連盟
大会）開始前、日本語でまず
記入されているはず。国際
トーナメント全国大会には英
文も用意すること

携行書類 まず連盟に提出。精査
を受ける。
居住&年齢証明書を選手ごとにとり
まとめる（詳細は本書13ページ以
降）
Ⅰ住民票（生年月日、住所の証明）
Ⅱ保護者の運転免許証など（配付文
書）
Ⅲ公共料金、カードなどの領収書、
または請求書
Ⅰ~Ⅲの各1点を連盟を通じ協会に
提出（書類の日付は2025年２月１
日までのもの）
・全国大会に携行し、大会前に日本
協会の精査を受ける。郵送による事
前チェック。もしくは開会式前の事
前チェックあり（後者で不備が判明
した場合は即刻失格になる可能性が
あります）
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全日本選手権
またはIM全日本
選手権で連盟代
表リーグになっ
たら②
※ジュニア部門日本代表決定戦も準
じます

▼選手居住地入りバンダ
リー地図が必要
・国際登録時に作成した
バンダリー地図に登録選
手の居住地を配置
・バンダリー地図のみ事
前に連盟へＰＤＦ送付、
連盟は日本協会にＰＤＦ
送付、原本は全国大会に
携行

▼連盟のすること
・バンダリー地図を含め
提出書類を精査、確認す
る。
▼日本協会のすること
・送付されたバンダリー
地図ＰＤＦを事前確認
・大会直前にリーグ携行
の年齢居住証明、バンダ
リー地図を再度精査する
・違反のあるケース、も
しくは書類への記載事項
が事実と反していること
が判明した場合、連盟代
表枠が削除され（代替代
表リーグはなし）、大会
当日であっても失格とな
る可能性があります
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全日本選手権
またはIM全日本
選手権で連盟代
表リーグになっ
たら③（16ペー
ジにも関連）
※ジュニア部門日本代表決定戦も

国際トーナメントチーム
登録書（記入は日本語）

大会同意・運営協力同意書
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全日本選手権
またはIM全日本
選手権で連盟代
表リーグになっ
たら④

▼そのほか世界への準備
・ワールドシリーズ（メ
ジャー、IM、ジュニア）
の日程、アジア太平洋選手
権（IM、ジュニア）の日
程確認
・指導者、コーチ、選手の
渡航が（全日程）可能かど
うかの確認
・選手のパスポート所持の
有無確認（指導者はこの時
点でパスポート所持）
・当該開催国への入国資格
等の確認

▼携行書類
・協会提出前に連盟の携行
書類を再確認を受ける
▼提出書類
・大会登録書、パンフレッ
ト原稿（写真含）などを提
出（以上２点は13ページ
以降に詳細）
▼世界への予備準備
・指導者、選手保護者、保
護者代表２人の氏名とメー
ルアドレス（選手は保護
者）のリストを早急に提出
※上記アドレスにワールド
シリーズ提出書類が個々に
配布され、国際本部手配の
渡航便予約の際、必要とな
りますので、PC、英文受
信が可能なアドレスで

15



リーグの事前提出書類一覧
（全日本選手権、ＩＭ全日本選手権、ジュニア予選に出場が決まったリーグ）

 国際トーナメントチーム登録書（新）
 大会同意、運営協力同意書（新）
 IM、ジュニア部門では連合チーム承認書
 選手居住地入りバンダリー地図

指導者のパスポートコピー
指導者のLLダイヤモンドプログラム
修了証

英文の指導者・
選手名・メールアドレス一覧表（EXCEL）

 大会参加証明書

 宿泊申し込み

連盟の精査（照査印押印を含む）を受けて連盟
から日本協会へPDF送付。原本は日本協会へ郵
送。日本協会はPDF段階のものを精査。問題な
ければ→大会主管連盟へＰＤＦメール送付

代表リーグは日本協会が作成した証明書のテンプ
レート（後日配布）にリーグ名、選手名、学校長名、
日付などを記入して日本協会へPDFもしくはWordで
メール送付。日本協会は、協会印を電子署名で押印
して、GMOスタンプからPDFでメール（署名データ
入り）返送。代表リーグはプリントアウトして学校
へ提出。

主管連盟指定旅行代理店へ提出（任意）
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選手の年齢
居住証明につ
いて
（世界につな
がる大会に必
要です）

選手の年齢とバンダリー内に居住しているかどうかを証
明する書類が３点必要（18ページ以降を参照）です。
世界へつながる連盟大会（予選）の開始時に揃っていな
ければなりません。連盟大会前は連盟が、全国大会前に
は日本協会が、精査を行います。不備があればリーグに
ペナルティが科される場合があります。また、連盟代表
枠が取り消されたり、失格になることもあります。
メジャー、IM全日本選手権本大会（ジュニア部門日本
代表決定戦）には書類を携行し、日本協会の精査を受け
ます。（大会前に郵送による事前チェックを行う可能性
あり）
住民票は保護者、選手が記載されているものが最適です。
（全員分は必要ありません）領収書等と保護者名は一致
させることが必要です
必要書類は確認後、返却いたします。
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選手がバンダリー内に居住の場合
・グループⅠ

１運転免許証２自動車関連書類（車検証、自動車
保険証書等）３保険証書 4マイナンバーカード
※マイナンバーの番号は黒塗りしてください
・グループⅡ
１住民票（保護者と選手の記載） ２固定資産税
納税通知書 ３自動車納税通知書等※住民票（選手の年
齢、居住証明が同時に証明できる）が提出できない場合は協会、連盟に
相談

・グループⅢ
１公共料金各種請求書（*１）２金融関係記録（ク
レジットカード利用代金明細書等）３健康保険に
よる医療費額通知書 ４インターネット、ケーブ
ルTV、衛星放送関連書類
いずれも住所と日付、保護者名の記載が必要。ない場合は発行元に再発行請
求を

書類は選手本人ではなく、その親もしく
は法定後見人のものが要求されます。
各書類には住所、日付が明確に記載され
ている必要があります（金額は必要あり
ません）
書類は右記Ⅰ～Ⅲのグループからそれぞ
れ１つの書類が必要となります。
連盟大会前には連盟の精査を受けた上、
携行し、全国大会前には日本協会の
チェックを受けます（郵送による事前
チェックの可能性もあります）
また書類の発行日付が2024年２月１日か
ら2025年２月１日までにあるか、あるい
はその期間に有効であるものでなくては
なりません
外国籍選手は法的に１年以上の滞在が許
されていることを証明する文書などが必
要です（規則14、137ページ）

（*公共料金領収書の例 ガス、電気、上下水道、ゴミ収集など）18



バンダリー外居住の選手の登録について １
 救済措置によって、バンダリー外
居住でも登録は可能です。しかし、
必ず登録前に書類（英文）を日本
協会へ提出し、国際本部の承認が
必要となります（次ページ以降に
詳細）

 「学校バンダリー選手」居住地が
バンダリー外で１年以上通学して
いる学校がバンダリー内にある選
手は「学校バンダリー選手」です

 学校バンダリー選手の必要書類
年齢証明に加え、英文の通学証明
（school enrollment＝国際本部HPより
ダウンロード＝右画像）
さらに「2024年４月１日から2025年3
月31日まで通学していたことが証明で
きる書類（発行日は2024年４月以降で
も可）」、または「2024年度の通知
表」のどちらか１つ

 その他の救済措置が必要な選手につ
いても手続きが必要です。必要な書
類がある場合は日本協会で記入に関
してのガイドを行います。救済によ
り資格のある選手でも申請が遅れれ
ば無資格選手となる可能性がありま
す。
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バンダリー外居住の選手の登録について ２

 バンダリー外選手の救済は主に
４種類あります（残り３種は次ペー

ジ）
１．保護者がバンダリー内に２年以上
の居住実績、かつリーグの役員を２年
以上を務めた実績がある場合
（規則Ⅳ）
いずれも、客観的に証明できる書類
（住民票、戸籍謄本、パンフレット、
日本協会への提出書類など）がない限
り救済されません。
１．の場合右の英文フォームが必要

20



バンダリー外居住の選手の登録について ３

２．引っ越しやバンダリーの変更による
救済
３．いったん救済を受けたきょうだいが
いる選手の救済
４．2025年規則変更「４－７歳」で初め
てリトルリーグ活動を行うために、バン
ダリー外任意のリーグに入団した選手の
兄姉（きょうだい）が、同リーグに移籍
した場合の救済
※以下、必要書類など
２－４．は右の英文書類の提出
DA電子署名を加えた書類をGMOスタン
プから発信者へ返信
４．に限り追加書類：弟妹が入団時に提
出した連盟への申請書（Excel）
※すべて住民票が必要です（住所履歴、
兄弟姉妹関係の証明のため）

21



データセンターとは
（https://apps.littleleague.org/dc/v2/Acc
ount/Login?returnUrl=）

国際登録されたリトルリーグ各々に設定され
たポータルサイト。国際本部とリーグを結ぶ
接点と考えてください。
国際登録書に記入された会長のメールアドレ
スに国際本部からのメールが届くため、英文
メールの受信が必要です（迷惑メールとして
処理されないように）
サイトにログインできない場合は所属連盟を
通じて、役員の登録を日本協会に依頼する。
必要なデータは右記
データセンターでできること
・国際登録料の支払い
・国際トーナメントチーム登録書DL
・リトルリーグ公式ロゴのダウンロードなど

すべて英文で
１．役員氏名＋メールアドレス（正確に）
２．郵便番号＋住所（部屋番号→建物→番地→町名→市
（区）→都道府県→JAPAN
３．電話番号（日本の国番号＋81

市外局番から先頭の０を削除）
４．役職
・会長＝president
・事務局長＝secretary
・副会長＝vice presidentなど
依頼を受けた日本協会はデータセンターにアクセスし役員
の追加及び修正を行いPWリセットメールの送付依頼。
国際本部は当該者にPWリセットメールを行い送付。
受信者は新パスワードを記入してログイン完了

22

データセンターについて

https://apps.littleleague.org/dc/v2/Account/Login?returnUrl=
https://apps.littleleague.org/dc/v2/Account/Login?returnUrl=


Payment Methodからcredit cardを選択。金
額は登録チーム数×10＄。自動的に手数料が計
算される。あとは名義、クレカ番号、有効期限
コード（CVC/CVV）３桁の数字を入力して、
Submitすれば、支払い完了

２３

データセンターでの登録料支払い（支払いは必ずチーム
数反映後＝４月以降）

DCログイン メアドとPWを入力してログイン

↑Make Online
paymentもしくは左の
Manage Financialをク
リック
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